
議案第１３９号 

 

静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例の一部改正について 

 

 静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２７年６月１１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏 

 

静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

静岡市立清水病院医学生修学資金貸与条例（平成27年静岡市条例第11号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


